
                        議 案 第 ４９ 号 

 

松戸市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について 

 

松戸市情報公開条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

令和４年１２月７日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

 公文書開示における、公務員の氏名開示に関する規定等を整備するため。 

 

 



   松戸市情報公開条例の一部を改正する条例 

 

松戸市情報公開条例（平成１３年松戸市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改正後部

分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に

改める。 

⑵ 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。 

⑶ 改正後欄に「（削除）」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号等

の全てを削る。 

 ⑷ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改 正 前 改 正 後 

 （公文書の開示義務）  （公文書の開示義務） 

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、開

示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当

する情報（以下「非開示情報」という。）が記録

されている場合を除き、開示請求者に対し、当該

公文書を開示しなければならない。 

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、開

示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当

する情報（以下「非開示情報」という。）が記録

されている場合を除き、開示請求者に対し、当該

公文書を開示しなければならない。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

⑵ 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事

業に関する情報を除く。）であって、特定の個

人を識別することができるもの（他の情報と照

合することにより、特定の個人を識別すること

ができることとなるものを含む。）又は特定の

個人を識別することはできないが、公にするこ

とにより、なお個人の権利利益を害するおそれ

があるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

⑵ 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事

業に関する情報を除く。）であって、特定の個

人を識別することができるもの（他の情報と照

合することにより、特定の個人を識別すること

ができることとなるものを含む。）又は特定の

個人を識別することはできないが、公にするこ

とにより、なお個人の権利利益を害するおそれ

があるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

  ア・イ （略）   ア・イ （略） 

ウ 当該個人が公務員（国家公務員法（昭和２

２年法律第１２０号）第２条第１項に規定す

る国家公務員及び地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２条に規定する地方公務

員をいう。）である場合において、当該情報

がその職務の遂行に係る情報であるときは、

当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名（当

該公務員の氏名を公にすることにより、当該

公務員の個人の権利利益を不当に侵害するお

それがある場合を除く。）並びに当該職務遂

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和

２２年法律第１２０号）第２条第１項に規定

する国家公務員（独立行政法人通則法（平成

１１年法律第１０３号）第２条第４項に規定

する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、

独立行政法人等（独立行政法人等の保有する

情報の公開に関する法律（平成１３年法律第

１４０号）第２条第１項に規定する独立行政

法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員、

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号)



行の内容に係る部分 第２条に規定する地方公務員並びに地方独立

行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年

法律第１１８号）第２条第１項に規定する地

方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員

及び職員をいう。）である場合において、当

該情報がその職務の遂行に係る情報であると

きは、当該情報のうち、当該公務員等の職及

び氏名（当該公務員等の氏名を公にすること

により、当該公務員等の個人の権利利益を害

するおそれ又は職務の遂行に支障を及ぼすお

それがないと認められる場合に限る。）並び

に当該職務遂行の内容に係る部分 

⑶ 法人その他の団体（国及び地方公共団体を除

く。以下「法人等」という。）に関する情報又

は事業を営む個人の当該事業に関する情報であ

って、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健

康、生活又は財産を保護するため、公にするこ

とが必要であると認められる情報を除く。 

⑶ 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地

方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下

「法人等」という。）に関する情報又は事業を

営む個人の当該事業に関する情報であって、次

に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活

又は財産を保護するため、公にすることが必要

であると認められる情報を除く。 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

⑷ （略） ⑷ （略） 

⑸ 市の機関並びに国及び他の地方公共団体の内

部又は相互間における審議、検討又は協議に関

する情報であって、公にすることにより、率直

な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当

に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を

生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を

与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

⑸ 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地

方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相

互間における審議、検討又は協議に関する情報

であって、公にすることにより、率直な意見の

交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわ

れるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ

るおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若し

くは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

⑹ 市の機関又は国若しくは他の地方公共団体が

行う事務又は事業に関する情報であって、公に

することにより、次に掲げるおそれその他当該

事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

⑹ 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方

公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務

又は事業に関する情報であって、公にすること

により、次に掲げるおそれその他当該事務又は

事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあるもの 

 ア （略）  ア （略） 

 イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市

又は国若しくは他の地方公共団体の財産上

の利益又は当事者としての地位を不当に害

 イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市

又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体

若しくは地方独立行政法人の財産上の利益



するおそれ 又は当事者としての地位を不当に害するお

それ 

 ウ・エ （略）  ウ・エ （略） 

 オ 市又は国若しくは他の地方公共団体が経営

する企業に係る事業に関し、その企業経営上

の正当な利益を害するおそれ 

 オ 市若しくは国若しくは他の地方公共団体が

経営する企業、独立行政法人等又は地方独立

行政法人に係る事業に関し、その企業経営上

の正当な利益を害するおそれ 

  

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、令和５年１月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第７条の規定は、この条例の施行の日以後の公文書の開示の請求について適

用し、同日前の公文書の開示の請求については、なお従前の例による。 

 


